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報第１４号

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、道

路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解につい

て、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和５年１２月４日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

道路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。

令和５年１０月２日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 相手方

住所

氏名

２ 事故の概要

令和５年８月１３日午後５時３０分ごろ、白鳳台一丁目１番３先の市道１

－２５号線にて、相手車が東へ走行中、アスファルト面と横断側溝との間に

生じていた段差に右側後輪タイヤが接触し、当該部分を破損させたものであ

る。

３ 和解条項

(1) 香芝市は、相手方に対し、本件事故に対する損害賠償として１９，００

０円の支払義務があることを認め、これを支払う。

(2) 香芝市及び相手方は、互いに本和解条項に定めるもののほか、本件請求

原因事項に関し、何ら債権、債務を有しないことを確認する。

４ 所管課

都市創造部公園道路管理課
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報第１５号

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、公

用車の運行に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解について、

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和５年１２月４日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

公用車の運行に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和５年１０月５日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 相手方

住所

氏名

２ 事故の概要

令和５年８月９日午後１時００分ごろ、大和郡山市北郡山町２１１番地３

ＤＭＧ ＭＯＲＩやまと郡山城ホール地下駐車場内において、駐車しようと

後進した際、当方の左側後部が駐車していた相手車の右側前部に接触し、破

損させたものである。

３ 和解条項

(1) 香芝市は、相手方に対し、本件事故に対する損害賠償として１３７，８

１３円の支払義務があることを認め、これを支払う。

(2) 香芝市及び相手方は、互いに本和解条項に定めるもののほか、本件請求

原因事項に関し、何ら債権、債務を有しないことを確認する。

４ 所管課

企画部秘書広報課
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議第４７号

香芝市手数料条例の一部を改正することについて

香芝市手数料条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市手数料条例の一部を改正する条例

香芝市手数料条例（平成１２年条例第４号）の一部を次のように改正する。

別表３３の項を次のように改める。

33 地籍調査の成果等の写しの交付手数 (1) 地籍図 １枚につき３００

料 円

(2) 一筆地座標 １筆につき３

００円

(3) 図根点座標及び網図 １路

線につき３００円

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議第４８号

香芝市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正すること

について

香芝市国民健康保険財政調整基金条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市国民健康保険財政調整基金条例の一部を改正する条例

香芝市国民健康保険財政調整基金条例（平成１０年条例第１号）の一部を次

のように改正する。

第７条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

(3) 保健事業（緊急に実施することが必要となった事業を除く。）の経費の

財源に充てるとき。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第４９号

香芝市企業立地推進条例の一部を改正することについて

香芝市企業立地推進条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市企業立地推進条例の一部を改正する条例

香芝市企業立地推進条例（平成２７年条例第２７号）の一部を次のように改

正する。

別表中「平成２５年総務省告示第４０５号」を「統計法（平成１９年法律第

５３号）第２条第９項に規定する統計基準として定められたものをいう。」に、

「中分類番号」を「中分類」に、「大分類番号」を「大分類」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議第５０号

香芝市道路占用料に関する条例及び香芝市都市公園条例の

一部を改正することについて

香芝市道路占用料に関する条例及び香芝市都市公園条例の一部を次のとおり

改正する。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市道路占用料に関する条例及び香芝市都市公園条例の一部を改正す

る条例

（香芝市道路占用料に関する条例の一部改正）

第１条 香芝市道路占用料に関する条例（昭和３１年条例第３０号）の一部を

次のように改正する。

別表中「１，０２０円」を「９９０円」に、「１，５７０円」を「１，５

２０円」に、「２，１２０円」を「２，０６０円」に、「９７０円」を「９

４０円」に、「１，５２０円」を「１，４７０円」に、「２，０６０円」を

「２，０００円」に、「３３０円」を「３２０円」に、「９円」を「８円」

に、「９１０円」を「８８０円」に、「５４０円」を「５３０円」に、「１，

８３０円」を「１，７７０円」に、「４５０円」を「４４０円」に、「２，

７２０円」を「２，６１０円」に、「３８円」を「３７円」に、「５４円」

を「５３円」に、「８２円」を「７９円」に、「１６０円」を「１５０円」

に、「３８０円」を「３７０円」に、「１，０９０円」を「１，０６０円」

に、「１８円」を「１７円」に、「５５０円」を「５３０円」に、「０．０

「 「
Ａに０．００８を Ａに０．００６を

乗じて得た額 乗じて得た額

０５」を「０．００４」に、 を に
Ａに０．０１を Ａに０．００７を

乗じて得た額 乗じて得た額

」 」

、「１，３６０円」を「１，３００円」に、「８１０円」を「７８０円」に

、「２７円」を「２６円」に、「２７０円」を「２６０円」に、「６８０円

「
Ａに０．０１４を

乗じて得た額

Ａに０．０１を

乗じて得た額

Ａに０．０１４を

乗じて得た額

Ａに０．０２３を
」を「６５０円」に、「１８０円」を「１７０円」に、

乗じて得た額

Ａに０．０３３を

乗じて得た額

Ａに０．０３３を

乗じて得た額
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Ａに０．０３３を

乗じて得た額

」

「
Ａに０．０１２を

乗じて得た額

Ａに０．００９を

乗じて得た額

Ａに０．０１２を

乗じて得た額

Ａに０．０２２を
を に改める。

乗じて得た額

Ａに０．０３１を

乗じて得た額

Ａに０．０２５を

乗じて得た額

Ａに０．０２５を

乗じて得た額

」

（香芝市都市公園条例の一部改正）

第２条 香芝市都市公園条例（昭和５２年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。

別表第２中「１，５２０円」を「１，４６０円」に、「２，３４０円」を

「２，２５０円」に、「３，１５０円」を「３，０３０円」に、「１，４４

０円」を「１，３８０円」に、「２，２６０円」を「２，１７０円」に、「

３，０７０円」を「２，９６０円」に、「４９０円」を「４７０円」に、「

８円」を「７円」に、「１，３６０円」を「１，３００円」に、「８１０円

」を「７８０円」に、「２，７２０円」を「２，６１０円」に、「１６０円

」を「１５０円」に、「３２０円」を「３１０円」に、「１，６３０円」を

「１，５７０円」に、「６８０円」を「６５０円」に、「２７０円」を「２

６０円」に改める。

附 則

この条例は、令和６年４月１日から施行する。
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議第５１号

香芝市営住宅条例の一部を改正することについて

香芝市営住宅条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市営住宅条例の一部を改正する条例

香芝市営住宅条例（平成９年条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項第８号ロ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の２の規

定」を加え、「の規定」を削る。

第５７条第１号中「あること」を「あって、自ら使用するため駐車場を必要

としていること」に改め、同号に次のただし書を加える。

ただし、介護等専ら当該市営住宅の入居者又は同居者のために使用する必

要があると認められるときは、この限りでない。

第５７条中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条第２項第８号ロの改正

規定は、令和６年４月１日から施行する。
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議第５２号

令和５年度香芝市一般会計補正予算（第６号）について

令和５年度香芝市一般会計補正予算（第６号）について、別紙のとおり議決

を求める。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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議第５３号

令和５年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第２号）

について

令和５年度香芝市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、別紙のと

おり議決を求める。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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議第５４号

令和５年度香芝市財産区財産特別会計補正予算（第１号）

について

令和５年度香芝市財産区財産特別会計補正予算（第１号）について、別紙の

とおり議決を求める。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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議第５５号

令和５年度香芝市下水道事業会計補正予算（第１号）について

令和５年度香芝市下水道事業会計補正予算（第１号）について、別紙のとお

り議決を求める。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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議第５６号

財産の取得について

香芝総合公園事業用地として次の土地を取得しようとするため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号

）第３条の規定により、議会の議決を求める。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 土地の所在地 香芝市穴虫２８１１番１

２ 土地の種別 山林

３ 土地の数量 ５，８４０．５１平方メートル

４ 買収の目的 香芝総合公園事業用地

５ 買収の方法 随意契約

６ 買 収 価 格 金３６，７９５，２１３円

７ 買収の相手方

ほか３名
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議第５７号

香芝市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次の香芝

市道路線を認定する。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

整理
路線名 起 点 終 点 重要な経過地

番号

１ 1-125 尼寺三丁目395-1 尼寺三丁目396-13

２ 4-254 穴虫3079-7 穴虫3079-69

３ 4-255 穴虫3079-8 穴虫3079-53

４ 4-256 穴虫3255-1 穴虫3275

５ 6-112 上中732-11 上中732-6

６ 6-113 上中766-6 上中766-11

７ 6-114 下田東一丁目486-3 下田東一丁目486-1

８ 7-229 逢坂六丁目256-1 逢坂六丁目256-6

９ 7-230 逢坂五丁目314-7 逢坂五丁目314-1

１０ 7-231 北今市五丁目514-5 北今市五丁目514-14

１１ 8-305 下田東五丁目720-18 下田東五丁目720-5

１２ 8-306 別所2-1 別所2-41

１３ 8-307 別所103-10 別所103-19
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１４ 9-206 磯壁三丁目103-8 磯壁三丁目103-4

１５ 10-289 下田西四丁目115-3 下田西四丁目114-6

１６ 10-290 狐井182-14 狐井182-9

１７ 10-291 狐井359-9 狐井359-4

１８ 10-292 五位堂二丁目550-18 五位堂二丁目550-14

１９ 10-293 五位堂四丁目428-12 五位堂四丁目428-1

２０ 11-168 五位堂五丁目102-4 五位堂五丁目102-10

２１ 11-169 鎌田537-7 鎌田536-11
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議第５８号

計画の変更について

香芝市耐震改修促進計画を別紙のとおり変更したいので、香芝市議会の議決

すべき事件を定める条例（令和３年条例第２１号）第２条の規定により、議会

の議決を求める。

令和５年１２月４日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏


